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 事 件 番 号 平成22年（行ケ）10366号  

 担  
 当  
 部  

知的財産高等裁判所  

      第４部  

○  商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に

資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば，当該

形状が特徴を有していたとしても，商標法３条１項３号に該当する  

○ 立体的形状からなる商標について，当該商標の形状が，他に見当たらない特異性を

有し，需要者に強い印象を与えるものであって，１５年以上にわたって香水の容器

に使用をされてきたことに照らし，当該形状が独立して自他商品識別力を獲得する

に至っており，香水について自他商品識別力を有するに至った結果，これと極めて

密接な関係にある化粧品等の本願指定商品に，本願商標が使用された場合にも，自

他商品識別力を有するとして，商標法３条２項の要件を充足するとされた事例  

 

（関連条文）商標法３条１項３号，２項  

 

原告は，「美容製品，せっけん，香料類及び香水類，化粧品」を指定商品として立体商標

を国際出願したところ，拒絶査定を受けた。本件は，原告の拒絶査定不服審判請求につい

て特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。本件審決

は，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，同条２項に該当しないとしたものである。

なお，原告は，本願商標に係る容器の形状の香水ＪＥＡＮ ＰＡＵＬ ＧＡＵＬＴＩＥＲ 

“ＣＬＡＳＳＩＱＵＥ”（ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」）又はＦｌａｃｏｎ Ｃ

ｌａｓｓｉｑｕｅ（フラコンクラシック）を販売している。  

 

本判決は，以下のとおり，本願商標は，商標法３条１項３号に該当するが，同条２項に

該当するとして，本件審決を取り消した。  

「客観的に見て，商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認めら

れる商品等の形状は，特段の事情のない限り，商品等の形状を普通に用いられる方法で使

用する標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当することになる。  

 また，商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与す

る者が当該形状を使用することを欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理

由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは，公益上適当でない。  

よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又

は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば，当

該形状が特徴を有していたとしても，同号に該当するものというべきである。  

 他方，商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的

形状については，それが商品等の機能を効果的に発揮させ，商品等の美感を追求する目的



により選択される形状であったとしても，商品等の出所を表示し，自他商品を識別する標

識として用いられ，又は使用をされた結果，その形状が自他商品識別力を獲得した場合に

は，商標登録を受けることができるものとされている（商標法３条２項）。…  

本願商標の立体的形状のうち，上部の蓋部兼噴霧器部分は，液体である香水を収納し，

これを取り出すという容器の基本的な形状であって，スプレーという機能をより効果的に

発揮させるものであり，その下の容器部分の形状は，容器の輪郭の美感をより優れたもの

にするためのものであることが認められる。なお，本願商標に係る立体的形状は，一定の

特徴を有するものではあるが，女性の身体をモチーフした香水の容器は，他にもあり，香

水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとまでは認められな

い。  

 そうすると，本願商標の立体的形状は，本件審決時を基準として客観的に見れば，香水

の容器について，機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ，ま

た，香水の容器の形状として，需要者において，機能又は美感に資することを目的とする

形状と予測し得る範囲のものであるから，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用す

る標章のみからなる商標として，商標法３条１項３号に該当するというべきである。…  

商標法３条２項は，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる

商標として同条１項３号に該当する商標であっても，使用により自他商品識別力を獲得す

るに至った場合には，商標登録を受けることができることを規定している。  

 そして，立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは，

①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否，②当該商標が使用された期

間，商品の販売数量，広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断

すべきである。  

…本願商標の容器部分が女性の身体の形状をモチーフにしており，女性の胸部に該当す

る部分に２つの突起を有し，そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し，そこか

ら下部にかけて，なだらかに膨らみを有した形状の容器は，他に見当たらない特異性を有

することからすると，本願商標の立体的形状は，需要者の目につきやすく，強い印象を与

えるものであって，平成６年以降１５年以上にわたって販売され，香水専門誌やファッシ

ョン雑誌等に掲載されて使用をされてきたことに照らすと，本願商標の立体的形状が独立

して自他商品識別力を獲得するに至っており，香水等の取引者・需要者がこれをみれば，

原告の販売に係る香水等であることを識別することができるといって差し支えない。  

以上の諸事情を総合すれば，本願商標は，指定商品に使用された場合，原告の販売に係

る商品であることを認識することができ，商標法３条２項の要件を充足するというべきで

ある。  

…本願商標が香水について自他商品識別力を有するに至った結果，これと極めて密接な

関係にある化粧品等の本願の前記限定された指定商品に，本願商標が使用された場合にも，

香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において，上記商品が



香水に係る「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品である

ことを認識することができるというべきである。」  

 

 


